
社会に開かれた姿勢の良い
企業グループをめざして

「
大
阪
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
企
業
行
動
基
準
」
の
制
定

規
制
緩
和
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
へ
の
競
争
導
入
等
の
制

度
改
革
、
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
の
進
展
に
伴
い
、
企

業
活
動
の
社
会
性
、
公
正
さ
（
フ
ェ
ア
ネ
ス
）
が
厳
し
く
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は
、
価
格
、
品
質
に

次
ぐ
第
三
の
競
争
力
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
投
資
家
、
消
費
者
、

一
般
社
会
か
ら
注
目
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

当
社
お
よ
び
一
〇
〇
社
を
超
え
る
関
係
会
社
か
ら
な
る
大
阪

ガ
ス
グ
ル
ー
プ
で
は
、
お
客
さ
ま
価
値
、
株
主
価
値
、
社
会
価

値
の
三
つ
の
価
値
の
増
大
を
目
指
す
「
価
値
創
造
の
経
営
」
を

グ
ル
ー
プ
企
業
共
通
の
企
業
理
念
と
し
て
、
企
業
活
動
を
展
開

し
て
い
る
。
社
会
に
開
か
れ
た
姿
勢
の
良
い
会
社
と
し
て
活
動

し
て
い
く
た
め
、
一
九
九
八
年
四
月
に
は
「
大
阪
ガ
ス
企
業
行

動
指
針
」「
大
阪
ガ
ス
関
係
会
社
企
業
行
動
指
針
」
を
制
定
し
、

さ
ら
に
こ
れ
ら
を
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
、
二
〇
〇
〇

年
二
月
に
一
四
項
目
か
ら
な
る
「
大
阪
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
企

業
行
動
基
準
」
を
制
定
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
度
も
、
社
会

価
値
の
増
大
の
一
つ
で
あ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強
化

を
経
営
方
針
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
活
動
し
て
い
る
。

大
阪
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
企
業
の
行
動
基
準
は
、
関
係
会
社

も
含
め
た
役
員
・
従
業
員
の
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
お
り
、

基
準
を
記
し
た
冊
子
の
配
布
や
社
内
誌
・
社
内
ビ
デ
オ
ニ

ュ
ー
ス
で
の
周
知
活
動
を
行
っ
た
。
ま
た
、
二
回
に
わ
た

り
組
織
長
お
よ
び
関
係
会
社
代
表
者
を
対
象
に
説
明
会
を

開
催
し
、
さ
ら
に
、
組
織
内
・
関
係
会
社
各
社
で
本
基
準

に
基
づ
く
業
務
総
点
検
を
実
施
し
た
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
の
設
置

二
〇
〇
一
年
一
月
に
は
、
本
基
準
を
さ
ら
に
定
着
さ
せ
る
た

め
、総
務
部
内
に
専
任
組
織
と
し
て
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
」

を
設
置
し
た
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
が
取
り
組
む
施
策
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
大
阪
ガ
ス
グ
ル
ー
プ
の
企
業
行
動
基
準
の
周
知
・
教
育

今
後
、
よ
り
一
層
本
基
準
が
事
業
活
動
の
隅
々
ま
で
浸
透

す
る
よ
う
、
定
期
的
・
継
続
的
な
講
演
会
・
研
修
会
の
開

催
や
事
例
集
・
教
育
用
ビ
デ
オ
に
よ
る
周
知
・
教
育
活
動

を
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

○
企
業
行
動
基
準
に
基
づ
く
業
務
総
点
検
の
促
進
と
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
の
実
施

日
常
業
務
に
つ
い
て
、
企
業
行
動
基
準
に
則
っ
た
適
正
な

も
の
か
ど
う
か
、
継
続
的
な
業
務
総
点
検
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
。

大
阪
ガ
ス
総
務
部
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室

「大阪ガスグループ企業行動基準」項目
はじめに（社長メッセージ）
�．良き企業市民としての行動基準
１．人権の尊重
２．環境保全への配慮
�．製造・供給活動における行動基準
３．ガス事業者としての責務
４．製品等の安全性の確保
�．取引活動における行動基準
５．独占禁止法の遵守
６．公正な取引の実施
７．お客さまとの応対
８．関係先・取引先との交際
�．情報管理における行動基準
９．情報の取り扱いと公開・開示
１０．知的財産等の取り扱い
�．職場における行動基準
１１．安心して働ける環境の整備
１２．雇用と処遇等
�．社会に対する行動基準
１３．反社会的勢力との対峙・

利益供与の禁止
１４．適正な納税

わが社の
企業行動指針�

大阪ガス株式会社
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